
業務提携契約書

（以下「甲」という。）と京都府庁生活協同組合

（以下「乙」という。）は、甲が行う次の事業について業務提携することを以下のとおり約すもの

とする。

事業

（事業の紹介）

第１条 乙は、甲が行う上記事業を乙の組合員に紹介し、利用を促進するよう努める。

（紹介手数料）

第２条 甲は、乙の組合員が上記事業を利用したとき、その 料金の ％を紹介手数料

として乙に支払う。

（組合員の確認）

第３条 乙の組合員は、上記事業を利用の際、必ず甲に乙の組合員であることを告げ、組合員証若

しくは乙が発行する紹介状等を提示しなければならない。

（苦情等の処理）

第４条 乙の組合員が上記事業に関する苦情等を申し出たときは、甲はその苦情等を処理しなけれ

ばならない。なお、乙は、苦情等を円満に解決できるよう協力する。

（秘密の保持）

第５条 甲及び乙は、この業務提携により知り得た情報を漏らしたり、他の業務に利用してはなら

ない。

（この契約書にない事項）

第６条 この契約書にない事項については、甲乙双方が協議して決める。

（契約期間）

第７条 本契約の有効期間は 年 月 日までとする。満了日の２ヶ月前までに甲又は

乙から解約の意思が示されない場合は、１年間有効期間を延長し、以後同様とする。

（契約の解除）

第８条 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その違反事実が是正されない場合は、書面による

通知をもって本契約を解除することができる。

本契約書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。

年 月 日

甲 （所在地）

（名 称）

（代表者）

乙 （所在地）京都市上京区下立売通新町西入

（名 称）京都府庁生活協同組合

（代表者）理事長


